
公職選挙法第１条 

 

（この法律の目的） 

第一条  

この法律は、日本国憲法の精神に則り、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会

の議員及び長を公選する選挙制度を確立し、その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によ

つて公明且つ適正に行われることを確保し、もつて民主政治の健全な発達を期することを

目的とする。 

 

国際人権規約（日本、1979 年批准）・市民的及び政治的権利に関する国際規約（B

規約）第 25条 

すべての市民は、第２条に規定するいかなる差別もなく、かつ、不合理な制限なしに、次の

ことを行う権利及び機会を有する。  

(a) 直接に、又は自由に選んだ代表者を通じて、政治に参与すること。  

(b) 普通かつ平等の選挙権に基づき秘密投票により行われ、選挙人の意思の自由な表明

を保障する真正な定期的選挙において、投票し及び選挙されること。  

(c) 一般的な平等条件の下で自国の公務に携わること。 

 

http://www.ron.gr.jp/law/law/jp_kenpo.htm

